
議案第３４号 

   町の区域を新たに画することについて 

 別紙変更調書のとおり町の区域を新たに画することについて議決を求める。 

 

  令和５年２月２１日提出 

 

 

鶴ヶ島市長 齊 藤 芳 久     

 

 

      提 案 理 由 

 坂戸都市計画事業若葉駅西口土地区画整理事業の施行に伴い、町の区域を新たに画

する必要があるため、地方自治法第２６０条第１項の規定により、この案を提出する

ものである。 

 

 

 

 

 

 

 

  



別紙 

変 更 調 書  

若葉一丁目を画する区域 

大字藤金字大境８４５の１、８４５の３、８４５の４、８４５の７、８４５の８、

８４５の１１、８４５の１２、８４６の１から８４６の１１まで、８４６の１４から

８４６の３０まで、８４６の３２から８４６の３７まで、８４６の４１から８４６の

６３まで、８４６の６８から８４６の１１１まで、８４６の１１３から８４６の１２

３まで、８４６の１２５から８４６の１３４まで、８４６の１３８から８４６の１５

９まで、８４８の１、８４８の２、８４８の４、８４８の１１から８４８の１７まで、

８４８の１９から８４８の５７まで、８４９の２、８４９の３、８４９の６、８４９

の１５、８４９の１７、８５０の１、８５０の２、８５０の４から８５０の７まで、

８５０の９から８５０の１３まで、８５０の１５から８５０の２１まで、８５０の２

３から８５０の２６まで、８５０の２８、８５０の２９、８５０の３１から８５０の

４８まで、８５０の５１から８５０の９８まで、８５１の１から８５１の５５まで、

８５２の１、８５２の１５から８５２の１９まで、８５６及びこれらの区域に隣接介

在する道路である公有地の一部 

 

若葉二丁目を画する区域 

大字上広谷字北番田７７２の２、７７７の１、７７７の２、７７７の７、７７７の

１４から７７７の２８まで、７７８の１、７７９の１、７７９の２、７７９の４、７

８０の２、７８０の３、７８０の７、７８１の１、７８１の２、７８１の５、７８６

の１、７８６の１０、７８７の１、７８７の２、７８７の４、７８７の５、７８７の

９から７８７の１６まで、７８７の１９から７８７の３３まで、７８７の３５から７

８７の６８まで、７８８の１、７８８の３から７８８の７まで、７８８の１０、７８

９の１、７８９の３、７９０の１から７９０の３まで、７９０の６から７９０の１５

まで、７９１の１から７９１の２０まで、７９１の２２から７９１の３０まで、７９

１の３２から７９１の３５まで、７９１の３７から７９１の５３まで、７９２の１、

７９２の１０から７９２の１８まで、字薬師７９３の１から７９３の６まで、７９３



の１０から７９３の１３まで、７９３の１８から７９３の２８まで、７９３の３１か

ら７９３の６５まで、７９４の１、７９４の４から７９４の１０１まで、７９５の２、

７９５の３、７９５の５、７９５の６、７９５の１３から７９５の１６まで、７９６

の３、７９６の４、７９６の６、７９６の８、７９６の１２から７９６の１４まで、

７９６の１６、７９６の１９から７９６の２７まで、７９７、７９８の１から７９８

の６まで、７９８の８から７９８の１４まで、７９８の１６から７９８の４２まで、

７９９の１から７９９の３まで、７９９の５から７９９の１２まで、７９９の１９か

ら７９９の２３まで、７９９の２５から７９９の２８まで、７９９の３１から７９９

の３８まで、７９９の４１から７９９の５３まで及びこれらの区域に隣接介在する道

路である公有地の一部 

 

（令和４年１１月２４日調査） 

 


